
農薬散布用ドローンの遠隔自動運航
の実現に向けた規制緩和提案

千葉市総合政策局未来都市戦略部国家戦略特区推進課
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国家戦略特区制度による規制緩和の提案

提案（１）

農薬散布用ドローンの運用においては、携帯電話と同様の送信電力制御の

適用を可能とする。(携帯電話のSIMカードの使用を可能とする）

提案（２）

現地に操縦者がいることを前提としたマニュアルの見直し

（航空局標準マニュアル（空中散布））
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提案内容

農薬散布用ドローンにおいてLTEによる遠隔自動制御技術を活用し、

操縦者が現地にいなくても遠隔でドローンの自動運航・農薬散布を可能とし

散布作業の更なる負担軽減と効率化を図る

本件
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農薬散布用ドローンの遠隔運航に関する実証実験

2025（令和7）年１月に、携帯電話網（4GLTE通信）を使用した、遠隔自動制御でのドローンによる

農薬散布の実証実験を実施した。

＜千葉市＞

補助者

操縦者

ドローン専用SIM

4GLTE
通信

携帯電話
回線

＜いすみ市＞

直線距離で約２５Km

遠隔自動運航・散布の実証実験（千葉市-いすみ市間）
＜ドローンによる農薬散布の課題感＞
• 将来的な働き手不足、操縦者不足の懸念
• 操縦者の移動コスト
• 悪天候の場合のリスク

＜実証結果＞
機体のテレメトリ情報や現地カメラ映像、補助

者との連絡により、遠隔からでも機体の飛行前
点検や気象状況・補助者の配置状況、運航
状況を確認でき、十分に安全な運航が可能で
あることが確認できた。
＜想定効果＞
① 全国どこからでも運航でき、操縦者が確保

しやすくなる。
② １人の操縦者が地理的に離れた複数の

圃場をカバーできる。
③ 当日現地で農業者が確認した天候状況に

応じて飛行可否を判断することができ、
操縦者の移動に伴う機会損失がなくなる。 
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普及のための課題

上空利用プラン（ドローン用SIMの利用プラン）を提供しているキャリアが大手3社のみ。また、利用料金が

高額で農家の負担が大きい

（参考）通信事業者のLTE上空利用プラン料金（金額は税込、2025年12月調べ）

• SOFTBANK 49,800円/月（120GB）

• NTTdocomo 49,800円/月（120GB）、12,500円～/月（従量制）

• KDDI 49,800円/月、480,000円/年、150,000円/年＋従量料金（0～49,800円/月）

実証実験により、遠隔運航でのドローンによる農薬散布が技術的には可能であることが確認できた一方で、

広くサービスとして普及するためには以下の課題があるものと考えている。

課題１

課題２

利用のためには、利用場所や時間等について事前にキャリアとの調整が必要で事務負担が大きい

農薬散布用ドローンの運用においては、携帯電話と同様の送信電力制御の適用

を可能としていただきたい。(携帯電話のSIMカードの使用を可能とする）

今回の提案

課題３

送信電力が制限されているため通信速度が遅く映像や動画の伝送が困難
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携帯電話の上空利用に係る現状

出典 総務省 「令和6年10月 情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告」

• 携帯電話システムは地上での利用を前提に設計されており、携帯電話を無人航空機に搭載して上空

利用すると、同じ周波数の電波を用いる他の基地局との混信が生じ、地上の携帯電話網に影響を与

える恐れがある。

• 平成28年７月に、上空で利用される携帯電話の台数を監理し、 地上の携帯電話網に影響を及ぼさ

ないようにするため、ドローンに搭載される携帯電話毎に携帯電話事業者に無線局免許を与える「実用

化試験局制度」を導入。

• FDD帯域の上空利用については、①利用可能な周波数帯を限定すること、②移動局が上空に存在し

ている前提で空中線電力の制御を行うことが必要とする技術的条件が取りまとめられている。
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－LTE（FDD）技術的条件－

出典 総務省「情報通信審議会 情報通信技術分科会
新世代モバイル通信システム委員会上空利用検討作業班」
議事概要（令和６年７月５日第１０回開催）

－高額利用料の理由－

出典 総務省「令和2年3月 情報通信審議会
情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告」

LTE技術的要件と高額利用料の理由



大型トラックの座席や建物の２階等の高所においても携帯電話使用時はLTE通信を利
用しているが、同等の高さを飛行する農薬散布用ドローンは上空利用に係るドローン専用
プランの使用が求められている。
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携帯基地局

上空LTE

携帯基地局

スマホ

スマホ（上部荷物入れ内）上空LTE

最大
3.8m

3～5ｍ
3～5ｍ

低空を飛行する農薬散布用ドローンについては、LTE通信を利用する携帯電話と同様の
送信電力制御の適用を可能としていただきたい

遠隔運航

＜参考＞
ドローン農薬散布の価格は、現状10,000円～20,000円/haであるが、遠隔運航実現後の散布需要の増加に伴い運
用機体数が増えると、その分LTE通信費が増えることとなる。これを受けて農薬散布の価格が上がると、農業者の費
用負担が増嵩してしまうため、遠隔運航による農薬散布の普及を図るためには低コスト化が必要である。
（市内農業法人の意見）

提案内容 農薬散布ドローンのLTE上空利用に係る規制緩和

補助者

操縦者



電波干渉増加量が許容範囲であると考える根拠（１）
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出典 総務省「令和6年12月 情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告」

出典 総務省「令和2年3月 情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告」２GHｚ帯におけるシミュレーション結果

一定範囲内に地上と上空合わせて855台の
移動局がランダムに配置される前提とし、855
台の一部(19台、57台、171台の3ケース)が
ドローン等に搭載される条件で評価した。

範囲の設定
都会 66ha（東京ドーム約14個）
地方都市 411ha（TDLの約4倍）
ルーラル 4,936ha（練馬区4,808ha）

高度3mであれば、範囲内に送信電力を
制御していないドローンが171台飛行して
も、電波の干渉増加量は2dB以下となっ
ている。

2dB程度の干渉増加は許容範囲内と
考えられている。

リリース15 → 電力制御あり
従来 → 電力制御なし



電波干渉増加量が許容範囲であると考える根拠（２）

9出典 総務省「令和2年3月 情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告」



電波干渉増加量が許容範囲であると考える根拠（３）
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出典 総務省「令和2年3月 情報通信審議会 情報通信技術分科会新世代モバイル通信システム委員会報告」
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農薬散布用ドローンの遠隔運航の低コスト化により普及を促進し、農地からの距離にとらわれない

散布作業を可能とすることで、農業の効率化と農業者の負担軽減を図る。

現在ドローンで利用可能なLTE周波数に制限された
モジュール

出典 NTTホームページ

【条件案】

①LTE上空利用時に利用可能な周波数帯

800MHz、900MHz、1.7GHz、2.0GHzに

使用が制限されたモジュールを使用する。

（参考：右図）

②高度５ｍ以下で自動飛行を行う。

③周辺のドローンの目視外飛行台数が171台以下

であることをドローン情報基盤システムで確認し、

それ以上のドローンを確認した場合は運用しない。

利用条件案



（参考） 規制改革推進会議による検討

（総務省説明）
技術試験の結果、地上高３メートルであっても、
基地局のエリアの場所によっては、ほかの携帯電
話に影響が発生してしまう。
ひとまず３メートル以下でのみ飛行を行う農業用
ドローンの申請に関しては、地上の携帯電話に影
響がないことを確認した上で申請を許可する運用
をしている。

（委員質問）
建物内などでは人間はドローンよりもずっと高いと
ころで携帯電話を使っているが、それはどうして今
まで大丈夫だったのか。
農業用ドローンというのは、高いところを飛ぶわけ
ではなく台数も多くないのに数をどうして管理しなく
てはいけないのか。

（総務省回答）
建物については影響がないように基地局を設置し
ている。
技術的検証の中では、１つの基地局の中に９台
ドローンが飛ぶと影響が出始める。
常設ではない建物や車両上で使用されるものに
ついては台数管理していない。

出典 内閣府「平成30年11月 規制改革推進会議
第3回農林ワーキング・グループ議事次第」

出典 内閣府「平成31年3月 規制改革推進会議
第7回農林ワーキング・グループ議事概要」を基に千葉市要約



【現在】
3-1 無人航空機による空中散布を行う際の基本的な体制
（12）飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
（16）（略）また、突風などを考慮して当該場所の付近（近隣）の第三者や物件への影響を予め

現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

3-6 目視外飛行を行う際の体制
（1）目視外飛行は、目視内農地と接続する農地の範囲内でのみ実施し、第三者の立ち入りを制限

できない公道、住宅地等に隔てられた飛び地では実施しない。

（参考） 提案（２） 「航空局標準マニュアル（空中散布）」の見直し

提案（２）
• パイロットによる現地確認に限らず、補助者やカメラ映像等による現地確認を可能としてほしい。
• 目視外飛行を目視内農地と接続する農地の範囲内としている制限を撤廃してほしい。

航空局が政省令改正のパブリックコメントを実施
題名 「航空法施行規則第236条の82第１項第２号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行

の取扱い（仮称）」
実施期間 2025年10月24日から11月24日まで
概要 次ページ



【前提】
• 無人航空機を使用して農薬等の空中散布を行おうとするときは、飛行させる前に国土交通大臣の承認を

受ける必要がある。
• 令和３年の規制改革要望等を受けて検討を行った結果、農薬等の空中散布に係る無人航空機の飛行

については、一定の要件を満たした場合には、無人航空機の飛行の方法に係る承認の対象から除くことと
なった。

（参考） 航空局によるパブリックコメントの概要と協議結果

• 今回の航空局による政省令改正・通達の制定に伴い、飛行承認が不要な飛行に関する新たなマニュアル
を制定予定。

• 新マニュアルでは、操縦者による現地確認や、目視内農地と接続する農地の範囲内の要件は課されない
ことを確認。

条件付きではあるものの、本市の提案が実現されたものと判断し、規制緩和の協議は完結する
こととした。

【一定の要件（抜粋）】
• 第一種機体認証又は第二種機体認証を受けた機体であること。
• 操縦者が一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の技能証明を有していること。
• 無人航空機を飛行させる者その他の関係者が所有又は管理する土地であって、現に農業の用に供されて

いる農地又は現に林業の用に供されている森林（これらに隣接し、かつ、これらと一体となって林業の用に
供されている農業用道路その他の土地を含む。）の区域内において、地表若しくは水面又は農作物（樹
木及び農林産物を含む。）の上端から４ｍ以下の高さの空域において飛行させること。
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